
第
一
章

は
じ
め
に

近
年
、
防
犯
、
教
育
、
福
祉
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
分
野
に
お
い
て
地
域
社
会

と
行
政
の
協
働
に
よ
る
問
題
解
決
の
あ
り
方
へ
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
特
に

福
祉
政
策
に
お
い
て
は
、「
地
域
社
会
で
支
援
を
求
め
て
い
る
者
に
住
民
が
気

づ
き
、
住
民
相
互
で
支
援
活
動
を
行
う
等
の
地
域
住
民
の
つ
な
が
り
を
再
構
築

し
、
支
え
あ
う
体
制
を
実
現
す
る
」
（
１
）と

い
う
文
脈
で
、
地
域
を
軸
に
施
策
を
展

開
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
地
域
福
祉
計
画
は
こ
う
し
た
地
域
社
会
と

行
政
の
協
働
に
よ
り
住
民
参
加
と
施
策
の
総
合
化
を
図
り
、
地
域
福
祉
の
推
進

を
具
体
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
戦
後
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
そ
の
時
々
の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
て
分
野
ご
と
に
整
備
さ
れ
、
特
に
一
九
九
○
年
代
以
降
、
質
、
量
と
も
に
飛

躍
的
拡
大
を
遂
げ
た
一
方
で
、
福
祉
へ
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
や
制
度
の
狭
間
に

あ
っ
て
分
野
別
の
サ
ー
ビ
ス
で
は
対
応
で
き
な
い
問
題
が
生
じ
て
き
た
こ
と
が

あ
る
。
実
際
一
九
七
○
年
代
か
ら
の
一
連
の
制
度
改
革
の
流
れ
を
概
観
す
る
と
、

施
設
福
祉
事
務
の
団
体
事
務
化
、
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
一
○
ヵ
年
計
画

（
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）
の
導
入
、
社
会
福
祉
八
法
の
改
正
、
介
護
保
険
制
度
の

導
入
、
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
と
、
地
方
分
権
と
が
相
俟
っ
て
、
福
祉
行
政

の
供
給
主
体
と
し
て
市
町
村
の
位
置
づ
け
が
確
立
し
、
同
時
に
措
置
か
ら
契
約

へ
と
い
う
利
用
者
選
択
の
重
視
、
在
宅
福
祉
の
充
実
、
民
間
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

健
全
育
成
等
多
元
化
、
分
権
化
、
民
営
化
と
い
う
方
向
で
福
祉
改
革
は
進
ん
で

い
る
。
福
祉
政
策
の
市
町
村
主
義
と
福
祉
の
普
遍
化
に
伴
う
行
政
・
福
祉
資
源

の
不
足
へ
の
解
決
策
と
い
う
二
つ
の
要
請
に
よ
っ
て
冒
頭
の
よ
う
に
地
域
社
会

や
地
域
福
祉
に
着
目
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
動
き
の
中
で
地
域
福
祉
を
推
進
す
る
上
で
は
、
公
私
の
役
割
分
担
、

な
か
で
も
公
と
し
て
の
行
政
の
役
割
に
つ
い
て
の
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要
と

な
る
が
、
基
礎
構
造
改
革
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
の
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
指

針
に
お
い
て
も
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
提
示
さ
れ
ず
、
地
域
福
祉
計
画
を
策

定
す
る
と
い
う
課
題
に
直
面
し
た
基
礎
自
治
体
の
間
で
戸
惑
い
が
生
じ
て
い
る

こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
多
元
化
、
分
権
化
、
民
営
化
す
る
福
祉
領
域
に
お
い

＜
公
募
論
文＞

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
計
画
―
―
市
町
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地
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福
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て
、
自
治
体
の
自
己
決
定
が
尊
重
さ
れ
、
同
時
に
ど
の
よ
う
に
舵
取
り
し
て
い

く
か
に
よ
っ
て
、
自
治
体
間
の
サ
ー
ビ
ス
格
差
は
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
自
治
体
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
展
開
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
計
画
の
機
能
と
い
う
側
面
に
注
目
し
な
が
ら
、
自
治
体
に
お
け
る

地
域
福
祉
計
画
の
策
定
の
態
様
を
検
討
し
、
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

時
代
に
お
け
る
計
画
の
あ
り
方
の
変
化
、
そ
し
て
全
国
の
自
治
体
を
対
象
に
し

た
分
析
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
自
治
体
が
ど
う
い
う
条
件
で
地
域
福
祉
計
画
を
策

定
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

本
研
究
の
意
義
は
三
点
存
在
す
る
。
第
一
に
、
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
は
基

礎
構
造
改
革
後
初
め
て
法
律
に
書
き
込
ま
れ
た
福
祉
の
行
政
計
画
で
あ
り
、
後

述
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
福
祉
の
行
政
計
画
と
は
大
き
な
違
い
が
存
在
し
、
策

定
す
る
こ
と
自
体
が
そ
の
自
治
体
の
福
祉
行
政
へ
の
取
り
組
み
を
示
す
こ
と
と

な
る
が
、
ど
の
よ
う
に
市
町
村
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
特
に
福
祉
社
会
学
の
分
野
で
は
、「
地
域
福
祉
の
主
流
化
」

（
武
川
﹇
二
○
○
五
﹈
他
）
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
地
域
福
祉
が
こ
れ
か
ら

の
社
会
福
祉
行
政
の
あ
り
方
を
変
え
る
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
向
き
が
あ
る
が
、

実
際
の
市
町
村
の
策
定
率
は
低
く
、
福
祉
社
会
学
以
外
の
分
野
か
ら
の
注
目
も

少
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
一
九
八
○
年
代
後
半
以
降
先
進
国
の
政
府
は
社
会
の
複
雑
化
、
動

態
化
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
そ
の
伝
統
的
な
統
治
の
あ
り
か
た
に
対
し
疑
問

が
提
示
さ
れ
改
革
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
「
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
バ

ナ
ン
ス
へ
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
状
況
下
の
改
革
に
は
、
行
政
管
理
の
あ
り
方
も
当
然
含
ま
れ
、
そ
の
主
要

な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
計
画
の
あ
り
方
も
変
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
行
政
計
画
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
担
い
手
は
行
政
だ
け
で
は
な
い
地
域

の
ア
ク
タ
ー
と
い
う
点
で
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
示
す
状
況
と
非
常
に
親
和
性
の
高

い
、
地
域
福
祉
計
画
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
自
治
体
に
お
け
る
計
画

の
あ
り
方
の
変
化
を
明
ら
か
に
で
き
る
。

第
三
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
存
在
す
る
が
、
未

だ
具
体
的
に
指
し
示
す
内
容
が
明
確
に
定
着
し
て
お
ら
ず
、「
議
論
の
内
容
を

個
々
に
分
解
し
て
し
ま
え
ば
、
何
ら
新
規
の
要
素
は
な
い
」（
曽
我
﹇
二
○
○

四：

九
○
﹈）、「
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
『
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
（
２
）』

に
な
る
恐
れ
も
十
分
あ

る
。」（
西
岡
﹇
二
○
○
六：

二
三
﹈）
と
い
う
鋭
い
指
摘
も
存
在
す
る
。
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
概
念
の
類
型
化
を
し
て
い
る
研
究
は
多
数
存
在
す
る
が
、
こ
う
し
た

類
型
や
概
念
を
用
い
て
実
証
分
析
を
試
み
て
い
る
研
究
は
ご
く
一
部
を
除
き
少

な
い
。
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
す
る
自
治
体
と
そ
う
で
な
い
自
治
体
の
違
い
を

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
類
型
化
を
使
用
し
な
が
ら
実
証
す
る
こ
と
で
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論

へ
の
貢
献
も
で
き
る
。

以
下
で
は
地
域
福
祉
計
画
と
そ
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
、
行
政
学
の

視
点
か
ら
計
画
論
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
視
点
か
ら
分
析
枠
組
み
を
構
築
す
る
。

そ
の
上
で
全
国
の
自
治
体
を
対
象
に
分
析
を
行
い
、
得
ら
れ
た
知
見
か
ら
、
結

論
と
示
唆
を
導
く
。

第
二
章

地
域
福
祉
計
画
と
は

第
一
節

地
域
福
祉
計
画
の
概
要

‰一

地
域
福
祉
計
画
と
は

127 ガバナンスにおける計画――市町村地域福祉計画を事例に



地
域
福
祉
計
画
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革

の
一
環
と
し
て
二
○
○
○
年
に
社
会
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
、
新
し
い
社
会
福
祉

の
基
本
理
念
が
明
記
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
最
も
大
き
い
も
の
が
「
地
域
福
祉
の

推
進
」（
第
四
条
）
で
あ
る
。「
地
域
福
祉
の
推
進
」
が
同
法
の
目
的
の
一
つ
と

な
り
（
一
条
）、
こ
の
目
的
を
達
成
し
地
域
に
お
い
て
具
体
化
す
る
も
の
と
し

て
地
域
福
祉
計
画
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
二
○
○
三
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
。
地

域
福
祉
計
画
は
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
（
一
○
七
条
）
と
都
道
府
県
地
域
福
祉

支
援
計
画
（
一
○
八
条
）
か
ら
な
り
、
市
町
村
の
地
域
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、

第
一
に
地
域
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
事
項
、

第
二
に
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
の
健
全
な
発
達
に
関
す

る
事
項
、
第
三
に
地
域
福
祉
に
関
す
る
活
動
へ
の
住
民
の
参
加
の
促
進
に
関
す

る
事
項
の
三
つ
を
一
体
的
に
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
三
つ
の
規
定
か
ら
計
画
策
定
過
程
や
計
画
の
内
容
を
特
定
化
す

る
こ
と
は
難
し
く
、
内
容
の
具
体
化
が
指
針
や
通
達
、
調
査
研
究
レ
ポ
ー
ト
等

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
市
町
村
が
地
域
福
祉
計
画
を
策
定

し
て
い
く
に
当
た
っ
て
は
、「
い
わ
ば
最
小
公
倍
数
的
な
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら

取
捨
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」（
武
川
﹇
二
○
○
五：

三
九
﹈）
と
想
定
さ
れ

る
状
態
で
あ
る
（
３
）。

実
際
、
盛
り
込
む
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
分
野
別
福
祉

計
画
（
次
世
代
育
成
・
障
害
者
・
高
齢
者
／
介
護
）
と
の
関
係
性
、
総
合
計
画

と
の
関
係
な
ど
、
計
画
間
関
係
の
あ
り
方
だ
け
で
も
、
自
治
体
に
よ
っ
て
取
り

組
み
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

特
徴
と
し
て
は
以
下
の
三
点
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
総
合
性
で
あ
り
、

包
括
性
、
残
余
性
が
高
い
計
画
で
あ
る
。
地
域
福
祉
計
画
は
社
会
福
祉
計
画
の

総
合
化
と
い
う
側
面
か
ら
そ
の
役
割
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
九
○
年
代
に
社

会
福
祉
資
源
の
拡
充
を
図
る
た
め
に
分
野
別
・
対
象
者
別
の
社
会
福
祉
計
画
が

何
種
類
も
作
ら
れ
た
結
果
、
計
画
間
の
整
合
性
を
保
つ
必
要
が
生
ま
れ
た
。
ま

た
地
域
を
基
本
単
位
と
し
て
地
域
の
住
民
の
参
加
に
よ
る
決
定
に
基
づ
い
た
社

会
福
祉
の
基
本
的
な
方
向
性
を
明
確
化
す
る
役
割
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
策
定
段
階
で
の
住
民
参
加
を
求
め
て
い
る
。
地
域
福
祉
計
画
は
そ

の
総
合
性
・
包
括
性
か
ら
、
既
存
の
地
域
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
資
源
を
ど
の
よ
う

に
有
効
活
用
す
る
か
と
い
う
視
点
も
重
要
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
使
う
か
と
い

う
決
定
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
住
民
参
加
を
必
要
と
し
て
い
る
。

第
三
に
、
国
や
都
道
府
県
の
関
与
規
定
も
な
く
、
裁
量
の
度
合
い
が
高
い
た

め
地
方
自
治
体
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
計
画
で
あ
る
。
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
基

本
指
針
に
基
づ
き
計
画
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
老
人
保
健
福
祉
計
画
や

介
護
保
険
事
業
計
画
の
よ
う
に
、
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
事
項
が
厳
密
に

決
ま
っ
て
い
な
い
。
財
政
的
支
援
も
社
会
福
祉
法
制
定
・
施
行
直
後
は
特
に
行

わ
れ
ず
、
二
○
○
五
年
度
よ
り
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
対
策
等
事
業
実
施
要
綱
の

中
の
地
域
福
祉
等
推
進
特
別
支
援
事
業
や
、
地
域
福
祉
活
性
化
事
業
に
国
か
ら

補
助
金
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

‰二

現
状

理
論
的
な
考
察
に
入
る
前
に
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
の
全
国
的
な
策
定
状
況
（
４
）

に
つ
い
て
概
観
す
る
。
大
き
く
三
点
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
二

○
○
八
年
三
月
三
一
日
時
点
で
は
一
八
一
六
市
町
村
中
策
定
自
治
体
が
六
九
八

で
三
八
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
策
定
未
定
の
自
治
体
は
七
○
一
で
、

三
八
・
六
％
で
あ
り
、
こ
れ
は
厚
生
労
働
省
に
よ
る
調
査
が
開
始
さ
れ
た
平
成
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一
六
年
頃
（
５
）の

四
一
・
七
％
か
ら
ほ
ぼ
変
化
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

策
定
す
る
意
思
の
な
い
自
治
体
、
も
し
く
は
意
思
が
あ
っ
て
も
策
定
で
き
な
い

自
治
体
は
一
定
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
市
区
と
町
村
部

を
分
け
る
と
市
区
が
八
○
六
自
治
体
中
四
六
一
で
五
七
・
二
％
、
町
村
部
で
は

一
○
一
○
自
治
体
中
二
三
七
で
二
三
・
五
％
と
市
区
と
町
村
部
で
策
定
状
況
に

大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
策
定
率
が
高
く
な
い
の
が
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
で
あ
る
が
、

各
市
町
村
に
お
い
て
策
定
が
未
定
の
理
由
と
し
て
、
策
定
体
制
の
不
備
・
不
足

（
四
六
％
）、
他
の
行
政
計
画
に
よ
っ
て
代
用
（
二
○
％
）、
策
定
効
果
、
必
要

性
が
不
明
確
、
合
併
の
影
響
、
関
係
機
関
・
部
署
と
調
整
中
、
策
定
の
必
要
性

を
検
討
中
（
各
六
％
程
度
）、
と
自
治
体
内
の
資
源
の
問
題
や
地
域
福
祉
計
画

そ
の
も
の
の
ニ
ー
ズ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
市
町
村
合
併
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
先
行
事
例
研
究
で
検
討
は
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん
だ
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た

め
に
、
結
論
と
し
て
影
響
の
有
無
は
曖
昧
と
な
っ
て
い
る
。

地
域
福
祉
計
画
の
財
源
や
組
織
体
制
の
不
足
に
つ
い
て
具
体
的
な
先
行
研
究

は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
財
源
や
組
織
体
制
に
つ
い
て
は
法
制
定

後
八
年
を
経
て
都
道
府
県
の
サ
ポ
ー
ト
や
厚
生
労
働
省
に
よ
る
先
進
地
域
の
紹

介
な
ど
サ
ポ
ー
ト
は
一
定
程
度
あ
る
上
に
、
小
さ
い
自
治
体
で
も
地
域
福
祉
計

画
に
取
り
組
ん
で
い
る
自
治
体
は
存
在
す
る
こ
と
、
策
定
未
定
の
自
治
体
の
数

が
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
各
項

目
が
必
ず
し
も
地
域
福
祉
計
画
策
定
の
阻
害
要
因
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
で
は
地
域
福
祉
計
画
策
定
の
有
無
を
分
け
る
の
は
い
っ

た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

先
行
研
究

‰一

地
域
福
祉
計
画
の
先
行
研
究

本
稿
の
問
い
は
ど
の
よ
う
な
自
治
体
が
地
域
福
祉
計
画
を
策
定
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

地
域
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉
分
野
で
の
先
行
研
究
が
数
多
く
あ
る

も
の
の
、
施
策
の
総
合
化
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
統
合
化
が
地
域
福
祉
の
政
策
と

実
践
の
目
標
と
い
っ
た
、
地
域
福
祉
や
計
画
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
、

地
域
福
祉
計
画
の
歴
史
や
社
会
福
祉
協
議
会
の
歴
史
、
役
割
論
や
、
社
会
福
祉

政
策
に
お
け
る
地
域
福
祉
の
主
流
化
論
を
め
ぐ
る
是
非
、
推
進
条
件
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
６
）が

多
い
。
近
年
で
は
評
価
方
法
（
和
気
﹇
二
○
○
六
﹈

他
）
に
関
す
る
も
の
も
出
て
き
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
の
学
問
的
な
問
題
関
心

か
ら
か
、
分
析
視
角
を
自
治
体
の
外
に
置
く
も
の
が
多
く
、
い
ず
れ
の
研
究
も

自
治
体
が
計
画
を
作
る
こ
と
は
所
与
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
総
じ
て
単
一
の
事
例
研
究
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
複
数
の
自
治
体
を

対
象
に
計
画
策
定
、
計
画
を
比
較
（
森
本
﹇
二
○
○
六
﹈
他
）
し
て
い
る
も
の

も
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
が
、
事
例
研
究
よ
り
課
題
を
引
き
出
す
の
み
で
、

計
画
と
計
画
過
程
を
含
め
た
そ
の
背
後
に
あ
る
事
象
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て

の
理
論
的
な
検
討
が
弱
い
。
全
国
の
自
治
体
を
対
象
に
し
た
も
の
と
し
て
は
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
性
と
計
画
策
定
の
有
無
の
関
係
、
計
画
内
容
と
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
効
率
性
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
入
江
﹇
二
○
○
七
﹈
が
存
在
す

る
が
、
他
の
研
究
同
様
、
そ
の
背
後
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
地
域
福
祉
計
画
へ
の
策
定
の
有
無
の
要
因
を
説
明
す
る
に
は
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地
方
自
治
体
の
行
政
過
程
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

‰二

行
政
学
・
政
治
学
的
な
側
面
か
ら
の
検
討

対
照
的
に
行
政
学
・
政
治
学
研
究
に
お
い
て
は
、
地
域
福
祉
計
画
そ
の
も
の

に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

福
祉
計
画
全
般
に
関
し
て
は
、
一
九
九
○
年
代
初
頭
に
導
入
さ
れ
た
老
人
保

健
福
祉
計
画
に
つ
い
て
、
そ
の
策
定
の
態
様
を
調
べ
な
が
ら
市
町
村
の
政
策
形

成
能
力
に
つ
い
て
課
題
を
導
き
出
し
た
研
究
（
衛
藤
﹇
一
九
九
六
﹈）、
地
方
自

治
体
で
の
多
様
性
の
説
明
と
し
て
都
道
府
県
の
指
針
の
詳
細
度
と
市
の
機
構
の

専
門
化
度
の
度
合
い
で
説
明
し
た
研
究
（
広
本
﹇
一
九
九
六
﹈）
が
あ
る
。
田

辺
﹇
一
九
九
七
﹈
で
は
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
過
程
や
計
画
の
特
徴
づ
け

を
行
っ
て
い
る
が
、
計
画
の
内
容
と
策
定
過
程
の
関
連
付
け
の
み
を
行
っ
て
い

る
。
政
策
基
本
分
野
別
計
画
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
と
し
て
は
打
越
﹇
二
○

○
四
﹈
が
存
在
す
る
も
の
の
、
自
治
体
行
政
機
構
の
タ
テ
割
り
系
列
と
ヨ
コ
割

り
系
列
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
注
目
し
て
お
り
、
行
政
機
構
の
外
部
に
つ
い
て
は
、

内
部
の
関
係
を
流
動
化
さ
せ
る
た
め
の
役
割
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
の
み
位
置

づ
け
て
い
る
。

い
ず
れ
の
研
究
も
以
下
の
二
点
で
地
域
福
祉
計
画
の
取
り
組
み
の
有
無
を
見

る
た
め
に
は
十
分
な
研
究
と
は
い
え
な
い
。
第
一
に
、
計
画
の
策
定
自
体
は
当

然
所
与
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
自
治
体
内
部
の
過
程
に
の
み
注
目
し
て
い

る
。
地
域
福
祉
計
画
の
担
当
者
は
計
画
の
レ
ベ
ル
、
圏
域
、
他
の
計
画
と
の
関

連
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
に
直
面
す
る
。
こ
の
選
択
は
計
画
策
定
に
お

け
る
政
治
過
程
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
、
そ
れ
が
計
画
と
な
っ
て
現
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
当
該
自
治
体
が
、
地
域
社
会
と
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用
を
経
て
計
画
を

策
定
し
て
い
る
の
か
を
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
以
下
で
、
計
画
論
と
ガ
バ
ナ

ン
ス
論
を
用
い
な
が
ら
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
の
有
無
に
関
す
る
分
析
枠
組
を

構
築
し
て
い
く
。

第
三
章

分
析
枠
組
の
構
築

第
一
節

自
治
体
計
画
の
機
能

計
画
と
は
「
未
来
の
複
数
ま
た
は
継
続
的
な
人
間
行
動
に
つ
い
て
、
一
定
の

連
関
性
の
あ
る
行
動
系
列
を
提
案
す
る
活
動
」
と
定
義
さ
れ
、
そ
の
要
素
と
し

て
未
来
性
、
行
動
の
提
案
、
行
動
系
列
の
連
関
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
西
尾

﹇
一
九
九
○：

一
九
六
﹈）。
計
画
の
機
能
に
つ
い
て
は
先
行
目
標
達
成
機
能
、

指
針
的
情
報
提
供
機
能
、
調
整
機
能
の
三
つ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
西
谷
﹇
二

○
○
三：

一
七
―
二
○
﹈）
が
、
個
人
と
組
織
に
お
け
る
計
画
の
最
も
大
き
な

違
い
は
調
整
機
能
で
あ
る
。
個
人
で
計
画
を
立
て
る
際
は
環
境
の
認
識
や
目
標
、

目
標
と
の
ず
れ
の
確
認
と
い
っ
た
こ
と
が
単
一
の
主
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
一

方
で
、
組
織
で
計
画
を
立
て
る
際
は
こ
の
よ
う
な
一
連
の
過
程
の
中
の
各
段
階

が
す
べ
て
個
人
の
合
意
の
集
合
に
な
る
た
め
、
個
々
の
了
解
を
得
る
た
め
の
調

整
が
非
常
に
重
要
に
な
る
も
の
の
、
計
画
を
立
て
る
こ
と
で
そ
の
後
の
調
整
の

負
担
は
減
る
。
し
た
が
っ
て
組
織
の
中
で
計
画
を
つ
く
る
た
め
に
は
調
整
が
必

要
に
な
る
が
、
逆
に
調
整
を
す
る
た
め
に
計
画
を
利
用
す
る
と
も
い
え
る
（
７
）。

そ

し
て
調
整
と
は
計
画
主
体
、
客
体
に
関
わ
ら
ず
、
計
画
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
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人
間
の
行
動
に
影
響
を
与
え
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
営
み
で
あ
る
と
い
え
る
。

自
治
体
計
画
の
分
類
を
機
能
に
着
目
し
て
行
う
と
、
計
画
を
立
て
る
主
体
の

包
括
性
の
大
小
に
よ
る
調
整
量
の
大
小
と
い
う
観
点
か
ら
、
優
先
順
位
付
け
の

機
能
、
現
状
の
認
定
と
潜
在
的
行
政
需
要
の
顕
在
化
の
機
能
に
、
そ
し
て
政
策

立
案
、
政
策
決
定
、
政
策
執
行
、
政
策
評
価
と
い
っ
た
政
策
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
の
中
の
ど
の
時
点
で
の
調
整
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
課
題
設

定
と
執
行
管
理
と
い
う
機
能
の
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
総
合
計
画
の

基
本
計
画
、
実
施
計
画
、
政
策
分
野
別
の
基
本
計
画
、
分
野
別
の
事
業
計
画
は
、

い
ず
れ
か
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
地
域
福
祉
計
画
は
こ
の
分
類
に
お
い
て
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
二
○
○
二
年
一
月
に
出
さ
れ
た
審
議
会
報
告
で
は
地
域
福
祉
計

画
に
盛
り
込
む
べ
き
事
項
と
し
て
七
点
ほ
ど
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

地
域
福
祉
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
の
提
示
、
目
標
達
成
の
た
め
の
戦

略
、
福
祉
、
保
健
、
医
療
と
生
活
の
関
連
す
る
他
分
野
と
の
連
携
方
策
、
住
民

等
に
よ
る
問
題
関
心
の
共
有
化
へ
の
動
機
付
け
と
意
識
の
向
上
、
地
域
福
祉
推

進
へ
の
主
体
的
参
加
の
促
進
と
い
う
項
目
が
存
在
す
る
（
武
川
﹇
二
○
○
五：

四
三
―
四
四
﹈）。
こ
う
し
た
事
項
の
具
体
的
な
実
現
策
を
考
え
て
い
く
と
地
域

福
祉
計
画
に
は
優
先
順
位
付
け
、
潜
在
的
行
政
需
要
の
顕
在
化
、
課
題
設
定
、

執
行
管
理
の
す
べ
て
の
機
能
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
機
能
を
す
べ
て
担
う
の
は
計
画
策
定
に
投
下
で
き
る
資
源
を
考
え
れ
ば

本
来
な
ら
ば
難
し
い
。
実
際
の
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
地
域
福
祉
計
画
は
ど
こ
か

の
機
能
に
重
点
を
お
か
ざ
る
を
得
な
い
現
状
な
の
で
あ
る
。
次
に
ガ
バ
ナ
ン
ス

論
の
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
。

第
二
節

ガ
バ
ナ
ン
ス
論
か
ら
の
考
察

地
域
福
祉
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
は
、
第
一
に
行
政
に
よ
る
庁
内
調
整
、
第

二
に
並
行
し
て
地
域
の
ア
ク
タ
ー
（
地
域
の
福
祉
関
係
者
、
自
治
会
、
民
児
協
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
の
意
見
を
聞
く
と
い
う
二
種
類
の
調
整
の
存
在
が
存
在
す
る
。
こ
こ

で
求
め
ら
れ
る
行
政
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
（
調
整
）
能
力
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
で

は
「
舵
取
り
」「
条
件
整
備
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
地
域
福
祉
計
画
は
そ
の
プ

ロ
セ
ス
自
体
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
想
定
し
て
い
る
状
況
と
親
和
性
が
高
い
。
ガ

バ
ナ
ン
ス
は
「
政
府
の
他
者
へ
の
働
き
か
け
の
手
法
が
強
制
以
外
の
説
得
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
移
行
し
て
き
た
こ
と
を
捉
え
る
概
念
」（Stoker

﹇
一

九
九
八
﹈）「
複
数
主
体
間
に
何
ら
か
の
行
動
の
調
整
の
必
要
が
あ
る
状
態
に
関

す
る
概
念
」（
曽
我
﹇
一
九
九
八
﹈）
な
ど
先
行
研
究
で
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
計
画
の
調
整
機
能
に
着
目
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、

「
主
体
の
拡
大
化
、
多
様
化
、
主
体
間
の
相
互
作
用
、
相
互
作
用
の
様
態
、
プ

ロ
セ
ス
の
多
様
化
・
変
化
と
い
っ
た
要
素
に
ま
と
め
ら
れ
る
動
態
的
な
現
象
で

あ
り
、
ア
ク
タ
ー
の
複
数
化
、
ア
ク
タ
ー
間
の
関
係
の
水
平
化
の
結
果
生
じ
る
、

政
府
の
他
者
へ
の
調
整
方
法
、
資
源
調
達
の
あ
り
方
を
さ
す
概
念
」
と
定
義
す

る
。
国
家
中
心
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
社
会
中
心
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
が
地

域
福
祉
計
画
を
め
ぐ
る
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
は
政
府
シ
ス
テ
ム
の
内
部

権
力
関
係
と
、
外
部
の
社
会
的
諸
利
益
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
よ
り
広
範
な
権

力
の
分
配
の
、
両
方
と
の
関
係
を
意
味
す
る
た
め
前
者
で
あ
る
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
背
景
に
は
ガ
バ
メ
ン
ト
の
統
治
能
力
そ
の
も
の
に
対
す
る

信
頼
の
低
下
（Peters

﹇
二
○
○
一
﹈）
が
根
本
的
に
存
在
し
、
従
来
の
公
共

サ
ー
ビ
ス（８
）に

対
し
疑
い
が
つ
き
つ
け
ら
れ
た
状
況
に
あ
る
。Peters

﹇
二
○
○
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一
﹈
で
は
、
伝
統
的
な
統
治
モ
デ
ル
に
対
し
て
と
り
得
る
改
革
の
代
替
肢
と
し

て
、M

arket,Participation,Flexibility,D
eregulation

の
四
つ
の
理
念
的
な
モ

デ
ル
に
整
理
し
て
い
る
。
政
策
領
域
の
分
節
化
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
求
め
る
価

値
の
多
様
化
に
よ
り
機
能
不
全
に
陥
っ
た
ガ
バ
メ
ン
ト
に
対
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

論
の
発
想
と
い

う
の
は
、
地
域

福
祉
計
画
の
制

度
化
に
至
る
ま

で
に
繰
り
広
げ

ら
れ
た
改
革
の

検
討
の
中
で
交

わ
さ
れ
た
議
論

と
類
似
し
て
い

る
。
八
○
年
代

後
半
以
降
の
福

祉
改
革
か
ら
基

礎
構
造
改
革
の

流
れ
の
中
で
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
供
給
対
象
の

拡
大
、
ニ
ー
ズ

の
多
様
化
に
対

応
す
る
た
め
に
、

サ
ー
ビ
ス
供
給
主
体
を
市
町
村
と
位
置
づ
け
る
「
分
権
化
」
を
行
い
、
従
来
の

縦
割
り
の
施
策
体
系
の
「
総
合
化
」
と
「
連
携
」、
そ
し
て
公
的
組
織
や
、
準

公
的
組
織
を
中
心
と
し
て
い
た
供
給
主
体
の
中
に
、
民
間
主
体
型
の
組
織
を
含

み
、
主
体
を
拡
大
す
る
こ
と
で
「
民
営
化
」
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
官

僚
制
や
従
来
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
階
層
性
や
内
的
な
統
制
・
制
約
に
よ
る
不
具

合
の
解
消
を
目
指
す
動
き
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ガ
バ
ナ
ン

ス
論
の
文
脈
で
は
、
従
来
の
政
府
で
は
対
応
で
き
な
い
慢
性
的
な
資
源
不
足
と

社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
不
全
に
対
し
、
以
下
で
説
明
す
る
参
加
型
モ
デ
ル

と
規
制
緩
和
型
モ
デ
ル
と
い
う
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
連
の
改
革
の
中
で
追

求
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
一
に
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
ガ
バ
メ
ン
ト
の
階
層
性
へ
の

対
抗
と
し
て
組
織
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
下
部
に
注
目
し
、
公
務
員
や
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
受
益
者
に
も
参
加
を
求
め
る
こ
と
で
�em

pow
erm

ent

（
能
力
を
与
え

る
）�
し
、
こ
れ
ま
で
の
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
排
除
さ
れ
十
分
に
使
わ
れ

て
い
な
い
ア
イ
デ
ア
を
使
い
、
組
織
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
改
善
す
る
と
い
う

議
論
で
あ
る
。
地
域
福
祉
計
画
に
お
け
る
行
政
で
は
な
い
福
祉
関
係
者
の
計
画

策
定
や
政
策
決
定
過
程
へ
の
参
加
の
部
分
に
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
階
層
の
下
部
（low

er-echelons

）
に
い
る
の
は
、
サ
ー
ビ
ス

を
直
接
提
供
し
て
い
る
社
会
福
祉
協
議
会
や
、
民
生
委
員
や
児
童
委
員
と
い
う

ア
ク
タ
ー
、
地
域
の
実
情
に
よ
っ
て
は
自
治
会
な
ど
の
組
織
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
関
係
者

で
あ
る
。
彼
ら
に
実
際
の
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
を
促
し
、
こ
う
し
た

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
自
身
に
責
任
を
求
め
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
効
率
化
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

表１【地域福祉計画に期待されている機能―参加と資源調達】

参加型ガバナンス 規制緩和型ガバナンス

ヒエラルキー 何への対抗か 組織内統制・制約

水平化 対処の方向性 規制をなくす・裁量増やす

ボトムアップ・交渉 調整 責任者の調整力・リーダー
シップ

政治的なシグナル エラー 受容

プロセスの中で 説明責任 事後のコントロールが重要

TQM（品質管理） 管理の方法 責任者の裁量・自由

参加、協議 公益（追求する） 創造性、活発さ

画一性・柔軟性の欠
如、決定の非効率性

問題点 不確実性大・予測可能性小、
説明責任の希薄さ、評価の重
要性
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第
二
に
規
制
緩
和
（
９
）型

ガ
バ
ナ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
階
層
性
の
存
在
は
前

提
に
し
つ
つ
も
、
従
来
の
ガ
バ
メ
ン
ト
に
お
け
る
内
的
な
統
制
、
す
な
わ
ち
人

事
、
予
算
を
は
じ
め
と
す
る
規
則
や
規
制
等
に
よ
る
、
官
僚
組
織
へ
の
フ
ォ
ー

マ
ル
も
し
く
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
認
知
的
な
制
約
、
に
注
目
す
る
。
行
政
職

員
に
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
こ
う
し
た
制
約
を
な
く
せ
ば
、
個
人
の

裁
量
が
拡
大
し
、
よ
り
柔
軟
で
創
造
的
で
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
可
能
だ
と
い

う
議
論
で
あ
る
。
地
域
福
祉
計
画
の
総
合
化
・
庁
内
調
整
の
部
分
に
あ
ら
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
全
体
と
福
祉
部
門
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
国
に
よ
っ

て
対
象
者
別
に
縛
り
の
あ
る
個
別
計
画
等
に
よ
っ
て
非
効
率
性
か
ら
対
処
が
で

き
な
く
な
っ
て
い
た
福
祉
部
門
に
福
祉
分
野
の
総
合
計
画
と
い
う
形
で
大
き
な

枠
組
み
を
与
え
、
そ
の
中
で
国
の
施
策
体
系
に
は
縛
ら
れ
な
い
地
域
を
軸
に
し

た
事
業
や
施
策
の
再
編
成
を
行
い
、
基
本
的
な
方
向
性
を
示
し
、
調
整
す
る
こ

と
で
、
二
つ
の
側
面
よ
り
福
祉
部
門
全
体
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
効
率
を
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
施
策
の
重
複
や
過
剰
に
よ
り
非
効
率
と
い
う
供
給
者

側
の
効
率
を
改
善
す
る
。
第
二
に
、
現
在
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
は
そ
の
制
度
設
立

の
経
緯
よ
り
、
対
象
者
を
分
類
し
た
う
え
で
分
類
さ
れ
て
い
る
内
容
の
サ
ー
ビ

ス
を
供
給
す
る
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
性
質
を
持
つ
が
、
利
用
者
の
生
活
の

連
続
的
な
変
化
に
対
応
し
や
す
く
な
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
側
に
対
す
る
効

率
も
高
め
る
（
武
川
﹇
一
九
九
七
﹈
参
照
）。
総
合
化
・
庁
内
調
整
に
よ
り
、

福
祉
部
門
に
課
さ
れ
て
い
る
制
約
が
緩
め
ら
れ
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の

計
画
策
定
の
責
任
者
の
調
整
力
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
や
す
く
な
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
、
社
会
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
下
部
に
い
る
人
々
が
持
つ
専
門
性
や
、
外
部
環

境
と
の
密
接
ゆ
え
に
、
彼
ら
の
影
響
力
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
発
想

を
持
っ
た
モ
デ
ル
（Peters

﹇
二
○
○
一：

一
○
九
﹈）
で
あ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
中
に
い
る
人
を
活
性
化
さ
せ
、
入
手
可
能
な
資
源
の
最
大
化
を
図
る
。「
地

域
福
祉
計
画
」
は
そ
の
た
め
の
策
定
、
進
行
管
理
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。

第
三
節

ガ
バ
ナ
ン
ス
論
と
計
画
論

第
二
節
で
は
第
一
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
持
つ
要
素
と
、
第
二
に
期
待
さ
れ
て
い

る
機
能
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
福
祉
分
野
に
お
い
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
捉
え

て
い
る
状
況
と
い
う
の
は
、
需
要
の
量
、
質
の
変
化
に
対
す
る
行
政
の
資
源
の

減
少
、
絶
対
的
な
不
足
と
そ
れ
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
非
効
率
化
・
機
能
不

全
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
計
画
論
と
は
違
う
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
今
ま
で
よ
り
も
広
い
範
囲
を
み
る
、「
発
見
的
な
機
能
」（
曽
我
﹇
二
○
○

四：

八
九
―
九
一
﹈）
を
持
つ
ガ
バ
ナ
ン
ス
概
念
を
計
画
論
に
取
り
込
む
と
何

が
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
条
件
の
自
治
体
が
地
域
福
祉
計

画
を
作
る
の
だ
ろ
う
か
。

‰一

調
整
の
態
様
の
変
化

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
計
画
論
に
お
け
る
優
先
順
位
付
け
の
た
め
の
調
整
は
、

中
心
と
な
る
単
一
の
決
定
主
体
（
具
体
的
に
は
計
画
策
定
担
当
者
や
担
当
組

織
）
が
、
決
定
主
体
の
も
つ
何
ら
か
の
価
値
基
準
に
従
い
望
ま
し
い
も
の
を
選

択
す
る
場
面
に
お
い
て
、
計
画
の
客
体
が
決
定
に
従
い
事
前
又
は
事
後
に
関
係

主
体
の
了
解
を
得
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
複
雑
な
も
の
を
単
純

化
す
る
決
定
」
と
い
う
側
面
に
お
け
る
非
対
称
な
関
係
に
着
目
し
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
持
つ
、
主
体
の
拡
大
化
、
多
様
化
、
主
体
間
の
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相
互
作
用
、
相
互
作
用
の
様
態
、
プ
ロ
セ
ス
の
多
様
化
・
変
化
と
い
っ
た
要
素

が
示
唆
す
る
の
は
、
地
域
福
祉
計
画
の
よ
う
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
計
画
に
お
い
て

は
、
意
思
決
定
の
階
梯
を
で
き
る
だ
け
減
ら
し
、
水
平
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
必
要
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
非
対
称
な
関
係
に
よ
る
「
決

定
」
よ
り
も
「
均
衡
」
に
近
い
「
了
解
」
の
取
り
方
、
つ
ま
り
「
複
数
の
自
立

し
た
主
体
の
個
々
の
独
自
の
行
動
が
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
情
報
伝
達
さ
れ
、

互
い
に
他
者
の
行
動
に
対
し
て
対
応
を
と
る
結
果
、
最
終
的
に
各
主
体
の
行
動

が
確
定
す
る
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（
曽
我
﹇
一
九
九
九：

六
九
﹈）
に
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
均
衡
」
的
な
調
整
の
あ
り
方
は
計
画
の
行
政
需
要
の
顕
在
化
・
整

理
と
い
う
機
能
に
お
け
る
行
政
以
外
の
主
体
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
方
法
も
変

化
さ
せ
る
。
行
政
に
よ
る
行
政
以
外
の
主
体
へ
の
働
き
か
け
の
あ
り
方
と
し
て
、

直
接
的
な
強
制
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
、
間
接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
な

わ
ち
バ
ラ
ン
ス
介
入
（
牧
原
﹇
一
九
九
一：

九
七
﹈）
と
二
通
り
考
え
ら
れ
る

が
、
後
者
の
間
接
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
よ
り
非
公
式
な
形
態
で
あ
り
、
シ
ス
テ

ム
の
多
元
性
を
前
提
に
し
た
上
で
シ
ス
テ
ム
内
の
自
己
管
理
機
構
に
秩
序
維
持

を
ゆ
だ
ね
、
そ
れ
を
問
題
状
況
に
応
じ
て
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
外
か
ら
操
作
す
る
ス

タ
イ
ル
で
あ
り
、
発
生
し
た
期
待
の
需
要
の
充
足
期
待
を
誘
導
し
、
需
要
が
行

政
需
要
と
し
て
顕
現
す
る
程
度
を
抑
制
す
る
（
西
尾
﹇
一
九
九
○：

一
三

四
﹈）
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
。
こ
れ
ま
で
計
画
と
い
う
手
段
で
管
理
し

て
い
た
の
は
行
政
組
織
内
で
の
調
整
で
あ
っ
た
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る

「
均
衡
」
的
な
調
整
で
は
間
接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
バ
ラ
ン
ス
介
入
が

行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に
お
い
て
各
ア
ク
タ
ー
は
個
々
の
目
的
に

応
じ
た
行
動
を
と
る
。
ま
た
行
政
の
各
部
門
も
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
目
標
に
し
た

が
っ
て
行
動
し
て
い
る
。
お
互
い
が
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
の

か
、
お
互
い
に
よ
く
知
ら
な
い
し
、
連
携
も
取
れ
て
い
な
い
。
当
然
こ
う
し
た

既
存
の
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
狭
間
に
存
在
す
る
新
た
な
問
題
（
例
え
ば
孤

独
死
や
虐
待
な
ど
）
に
も
対
応
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

と
き
に
行
政
組
織
内
で
、
新
た
な
セ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
く
っ
て
制
度
の
狭
間
に
あ

る
問
題
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
行
政
外
の
各
ア
ク
タ
ー
に
対
し
て
補

助
金
な
ど
の
お
金
を
出
し
て
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

る
と
い
っ
た
対
応
は
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
問
題
自
体

（
内
容
・
う
ま
く
い
か
な
い
理
由
な
ど
）
の
情
報
を
得
る
こ
と
、
そ
う
い
っ
た

問
題
に
対
し
、
他
の
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
か
と
い

う
情
報
を
得
る
こ
と
の
結
果
、
自
分
達
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
仕
方
を
見
直
し
、

新
た
な
目
標
を
立
て
自
分
達
で
で
き
る
こ
と
を
始
め
る
場
合
は
、「
均
衡
前
提

の
操
作
」（
曽
我
﹇
一
九
九
九：

八
八
―
九
三
﹈）
を
行
っ
た
「
間
接
的
な
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
」
に
よ
る
対
応
と
な
る
。
人
々
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
無
数

の
決
定
前
提
を
変
更
す
る
と
も
言
え
る
。

そ
の
手
法
は
フ
ッ
ド
に
よ
る
政
策
の
道
具
の
中
の
情
報
、
法
律
（
権
限
）、

金
銭
資
源
、
人
的
資
源
の
四
つ
の
類
型
の
う
ち
、
情
報
資
源
に
よ
る
も
の
が
中

心
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
情
報
資
源
は
資
源
が
有
限
で
は
な
く
、
主
題
に
お

け
る
制
約
性
が
弱
い
（
１０
）と

い
う
性
質
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
間
接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
に
基
づ
く
調
整
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
情
報
資
源
の
交
換
が
う
ま
く
い
っ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
情
報
資
源
の
交
換
が
う
ま
く
行
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
つ

の
条
件
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
ア
ク
タ
ー
の
認
識
の
部
分
へ
の
埋
め
込
み

と
相
互
作
用
が
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
情
報
が
ア
ク
タ
ー
の
目
標
達
成
の
際
の

価
値
と
認
識
さ
れ
、
通
常
の
意
思
決
定
方
法
と
互
換
性
が
あ
り
、
理
解
可
能
で

あ
る
場
合
に
情
報
は
受
け
手
の
意
思
決
定
に
埋
め
込
ま
れ
、
発
信
者
の
意
思
決

定
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（Fung,G

raham
&

W
eil

﹇
二
○
○
七：

五
一
―
一
○

五
﹈）
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
伝
達

効
率
が
高
い
場
合
で
あ
る
。
共
通
の
認
識
を
持
つ
組
織
成
員
間
の
伝
達
は
、
対

立
す
る
認
識
を
持
つ
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
使
用
さ
れ
る
頻
度

が
高
い
。
第
三
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
経
路
が
特
定
の
目
的
の
た
め
に
多
用

さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
チ
ャ
ネ
ル
の
使
用
は
自
己
強
化
的
で
あ
る
（
田
辺

﹇
二
○
○
二：

一
九
五
﹈）。

‰二

地
域
福
祉
計
画
を
作
る
自
治
体
の
条
件

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
地
域
福
祉
計
画
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
自
治
体

の
関
係
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
地
域
福
祉
計
画
は
そ
の
策
定
を
行
う
こ
と
で
、

行
政
の
福
祉
部
門
に
お
け
る
、
高
齢
者
、
障
害
、
子
ど
も
の
各
部
門
の
総
合
化
、

庁
内
調
整
が
行
わ
れ
、「
地
域
」
と
い
う
軸
で
の
施
策
の
再
編
成
が
行
わ
れ
る
。

同
時
に
社
会
福
祉
協
議
会
や
民
生
委
員
や
児
童
委
員
、
自
治
会
や
、
地
区
社
協
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
地
域
の
ア
ク
タ
ー
に
も
自
助
・
公
助
・
共
助
の
名
目
の
下
に
、

役
割
を
当
て
て
い
き
参
加
を
さ
せ
る
、
行
政
と
行
政
内
と
地
域
の
双
方
に
お
い

て
、
水
平
的
な
関
係
に
基
づ
く
間
接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
均
衡
的
な
調

整
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
計
画
に
よ
っ
て
規
制
緩
和
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
参
加

型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現
し
、
具
体
的
に
施
策
の
需
要
の
顕
在
化
、
課
題
設
定
と

優
先
順
位
付
け
、
執
行
管
理
が
行
わ
れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
中
に
い
る
人
の
活
性

化
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
各
市
町
村
に

お
い
て
地
域
福
祉
計
画
が
計

画
（plan

）
と
し
て
機
能
を

期
待
さ
れ
、
策
定
さ
れ
る
た

め
に
は
以
下
の
三
つ
の
条
件

が
必
要
と
な
る
。
第
一
に
規

制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可

能
に
す
る
調
整
が
で
き
る
こ

と
、
第
二
に
参
加
型
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
可
能
に
す
る
調
整
が

で
き
る
こ
と
、
第
三
に
行
政

内
、
行
政
と
地
域
、
地
域
の

中
で
の
情
報
資
源
の
交
換
が

比
較
的
う
ま
く
行
え
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の

条
件
の
ど
れ
か
が
満
た
さ
れ

て
い
る
と
き
に
、
規
制
緩
和

型
モ
デ
ル
と
参
加
型
モ
デ
ル

の
示
唆
す
る
と
お
り
、
社
会

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
の
下
層
部
（low

er-
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echelons

）
に
い
る
人
を
活
性
化
さ
せ
、
入
手
可
能
な
資
源
の
最
大
化
を
図
る

こ
と
が
で
き
、
地
域
福
祉
計
画
が
策
定
さ
れ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
。
以
下
、
実
証
分
析
を
行
う
。

第
四
章

実
証
分
析

第
一
節

仮
説

‰一

実
証
し
た
い
仮
説

本
稿
の
問
い
は
「
ど
の
よ
う
な
条
件
を
持
っ
た
自
治
体
が
地
域
福
祉
計
画
を

策
定
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仮
説
は
「
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
、

参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
条
件
が
あ
り
、
行
政
内
、
行
政
と
地
域
、

地
域
内
で
情
報
資
源
の
交
換
が
比
較
的
う
ま
く
行
え
て
い
る
自
治
体
が
策
定
す

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

計
画
の
策
定
に
関
係
す
る
先
行
研
究
は
多
く
は
な
い
が
一
般
に
首
長
や
議
会

の
党
派
性
等
の
政
治
的
要
因
の
影
響
を
主
張
す
る
も
の
（
西
尾
﹇
一
九
七
五
﹈、

曽
我
﹇
二
○
○
五
﹈）
か
、
各
自
治
体
の
行
政
能
力
・
専
門
能
力
を
主
張
す
る

も
の
に
分
か
れ
る
（
衛
藤
﹇
一
九
九
六
﹈、
広
本
﹇
一
九
九
七
﹈）。
計
画
策
定

と
政
策
決
定
は
、
計
画
は
ま
だ
実
行
が
担
保
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
ず
れ

が
生
じ
う
る
も
の
の
、
計
画
策
定
を
広
義
の
政
策
決
定
と
捉
え
、
地
域
福
祉
計

画
策
定
を
「
地
域
福
祉
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
」
と
い
う
政
策
決
定
が
行
わ

れ
た
と
す
る
と
、
こ
の
決
定
に
与
え
る
要
因
を
探
求
す
る
の
に
手
が
か
り
と
な

る
研
究
は
多
数
存
在
す
る
。
近
年
自
治
体
の
政
策
決
定
要
因
に
つ
い
て
最
も
体

系
的
に
整
理
し
て
い
る
研
究
に
よ
る
と
、
政
策
決
定
要
因
は
ま
ず
内
的
要
因
と

外
的
要
因
に
分
類
さ
れ
、
内
的
要
因
は
さ
ら
に
社
会
経
済
要
因
と
政
治
要
因
に

分
け
ら
れ
る
と
い
う
（
伊
藤
﹇
二
○
○
二：

六
三
﹈）。
計
画
で
は
な
い
が
福
祉

支
出
に
限
っ
た
分
析
で
は
当
該
自
治
体
の
社
会
経
済
要
因
が
影
響
を
与
え
る
と

い
う
研
究
の
蓄
積
が
多
い
（
鮑
戸
・
佐
藤
﹇
一
九
八
六
﹈、
斉
藤
・
中
井
﹇
一

九
九
一
﹈
他
）。
政
治
的
要
因
は
首
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
選
好
（
経
歴
・

党
派
性
）
・
選
挙
が
近
い
と
き
・
議
会
の
勢
力
関
係
の
指
標
、
な
ど
が
考
え
ら

れ
、
計
画
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
こ
ち
ら
の
要
因
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
外

的
要
因
は
国
の
誘
導
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
、
自
治
体
同
士
の
相
互
参
照
、

横
並
び
競
争
（
伊
藤
﹇
二
○
○
二
﹈）
な
ど
の
要
因
を
さ
す
。

本
稿
の
「
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る

条
件
が
あ
り
、
行
政
内
、
行
政
と
地
域
、
地
域
内
で
情
報
資
源
の
交
換
が
比
較

的
う
ま
く
行
え
て
い
る
自
治
体
が
策
定
す
る
」
と
い
う
仮
説
は
伊
藤
﹇
二
○
○

二
﹈
の
整
理
に
よ
れ
ば
内
的
要
因
に
位
置
づ
け
る
の
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
も
そ
も
本
稿
の
分
析
が
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
と
違
う
の
は
、
ガ

バ
メ
ン
ト
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
社
会
経
済
要
因
や
政
治
要
因

と
い
う
個
別
に
切
り
分
け
ら
れ
て
あ
る
要
因
と
し
て
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
よ
る
調
整
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
情
報
資
源
の
交
換
が
な
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
ア
ク
タ
ー
間
の
状
態
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
第
三
章
の
議
論
か
ら
、
実
証
し
た
い
仮
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
仮
説
一
―
一
】
比
較
的
、
行
政
と
地
域
の
情
報
資
源
の
交
換
が
う
ま
く

い
っ
て
い
る
自
治
体
、
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可

能
に
す
る
調
整
が
で
き
て
い
る
自
治
体
が
計
画
を
策
定
す
る
。
三
つ
の
条
件
は

そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
効
果
を
持
つ
。

【
仮
説
一
―
二
】
こ
う
し
た
調
整
が
可
能
か
ど
う
か
は
自
治
体
の
も
つ
特
性
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に
よ
っ
て
違
う
た
め
、
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

可
能
に
す
る
条
件
の
計
画
策
定
へ
の
効
果
は
自
治
体
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
す
な

わ
ち
、

【
仮
説
一
―
二
―
一
】
財
政
資
源
の
少
な
い
自
治
体
は
、
あ
る
自
治
体
に
比

べ
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
調
整
に
よ
り
計
画
が
策
定
さ
れ
や
す

く
な
る
。

【
仮
説
一
―
二
―
二
】
地
域
福
祉
需
要
が
低
い
自
治
体
は
、
高
い
自
治
体
に

比
べ
、
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
調
整
よ
り
計
画
が
策
定
さ
れ

や
す
く
な
る
。

仮
説
一
―
一
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
通
り
で
あ
る
。
仮
説
一
―
二
は
、
一
―
一

の
三
つ
の
条
件
の
う
ち
、
後
者
二
つ
の
条
件
は
、
自
治
体
の
持
つ
特
性
に
よ
っ

て
計
画
に
与
え
る
効
果
が
変
わ
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
財
政
資

源
が
少
な
い
自
治
体
は
、
行
政
内
の
調
整
が
し
に
く
く
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス

を
可
能
に
す
る
調
整
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
効
果
は
相
対
的
に
大
き
く
な
る
（
仮

説
一
―
二
―
一
）。
ま
た
、
地
域
福
祉
需
要
が
低
い
自
治
体
と
い
う
の
は
、
地

域
か
ら
の
資
源
調
達
を
し
に
く
い
の
で
、
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に

す
る
調
整
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
効
果
は
相
対
的
に
大
き
く
な
る
（
仮
説
一
―

二
―
二
）。‰二

そ
の
他
に
検
証
す
べ
き
仮
説

‰一
で
実
証
し
た
い
仮
説
を
示
し
た
が
、
先
行
研
究
等
よ
り
考
え
得
る
、
検
証

す
べ
き
仮
説
も
提
示
す
る
。
い
ず
れ
も
ガ
バ
メ
ン
ト
に
関
わ
る
条
件
で
あ
り
、

地
域
福
祉
計
画
の
策
定
を
示
す
モ
デ
ル
と
し
て
、
説
明
力
が
高
い
と
は
考
え
て

い
な
い
。

【
仮
説
二
】
自
治
体
の
人
的
・
財
政
資
源
の
充
実
し
て
い
る
自
治
体
が
計
画

を
作
る
。

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
要
因
で
あ
る
。
政
令
市
や
中
核
市
の

よ
う
に
福
祉
に
お
け
る
権
限
が
大
き
い
、
人
口
規
模
が
大
き
い
、
財
政
力
が
あ

り
、
子
育
て
施
策
や
高
齢
者
施
策
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
が
高
い
自
治
体
は
計

画
を
作
る
と
考
え
る
。

【
仮
説
三
】
首
長
／
上
層
部
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
強
い
と
計
画
が
作
ら
れ
る
。

計
画
の
策
定
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
中
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
要
因

で
あ
る
。
尚
、
地
域
福
祉
計
画
は
議
会
の
議
決
事
項
で
は
な
い
。
計
画
策
定
へ

着
手
の
有
無
の
契
機
と
し
て
、
市
議
会
に
お
け
る
議
論
は
影
響
す
る
こ
と
は
想

定
し
う
る
が
、
地
域
福
祉
計
画
の
一
連
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
か
ら
、
最
終
的
な
計

画
策
定
の
有
無
に
は
影
響
力
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
議
会
に
関
す
る

要
因
は
考
慮
し
な
い
。
首
長
の
党
派
性
が
福
祉
政
策
に
熱
心
だ
と
考
え
ら
れ
る

革
新
系
で
あ
る
こ
と
、
福
祉
関
係
の
経
歴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
選
挙

が
近
い
と
き
に
支
持
の
得
や
す
い
福
祉
の
計
画
を
策
定
す
る
と
さ
し
あ
た
っ
て

考
え
る
。

【
仮
説
四
】
地
域
福
祉
の
需
要
が
強
い
と
計
画
が
作
ら
れ
る
。

地
域
福
祉
の
需
要
が
強
い
と
行
政
や
政
治
要
因
に
影
響
を
与
え
、
計
画
が
作

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
高
齢
者
の
数
が
多
く
、
行
政
で
は
対
応

し
き
れ
て
い
な
い
場
合
、
人
の
出
入
り
が
激
し
く
地
域
の
つ
な
が
り
が
で
き
て

い
な
い
場
合
、
地
域
福
祉
へ
の
要
求
は
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て

計
画
が
策
定
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
得
る
。
伊
藤
﹇
二
○
○
二：

二
五
三
﹈
で
検

証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
首
長
の
選
好
（
党
派
性
）
は
政
策
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
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と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
高
ま
る
と
予
想
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
検
証
す
る
。

【
仮
説
五
】
都
道
府
県
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
計
画
が
作
ら
れ
る
。

社
会
福
祉
法
第
一
○
八
条
で
は
都
道
府
県
に
地
域
福
祉
支
援
計
画
の
策
定
を

要
求
し
、
市
町
村
の
地
域
福
祉
を
支
援
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
国
や
都
道
府

県
が
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
率
を
調
べ
る
調
査
を
行
っ
た
り
先
進
地
域

の
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
た
り
す
る
と
、
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

の
不
確
実
性
が
下
が
り
、
地
域
福
祉
計
画
を
策
定
し
易
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

伊
藤
﹇
二
○
○
二
﹈
の
い
う
「
相
互
参
照
」
は
、
本
研
究
の
分
析
期
間
が
国
の

法
制
定
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
地
域
福
祉
計
画
の
地
域
と
の
調
整
の
難

し
さ
等
か
ら
「
横
並
び
競
争
」
も
起
き
に
く
い
と
考
え
ら
れ
、
外
的
要
因
に
あ

た
る
仮
説
五
で
は
、
計
画
策
定
に
お
け
る
「
技
術
的
不
確
実
性
」
の
解
消
を
導

く
と
考
え
ら
れ
る
「
都
道
府
県
か
ら
の
影
響
」
に
の
み
絞
っ
て
検
証
を
行
っ
て

い
る
。

本
分
析
が
着
目
す
る
の
は
仮
説
一
―
一
、
一
―
二
（
一
―
二
―
一
、
一
―

二
―
二
）
で
あ
り
、
仮
説
二
か
ら
五
に
よ
る
説
明
は
代
替
的
な
位
置
づ
け
で
あ

る
。

第
二
節

分
析
手
法
と
デ
ー
タ
、
変
数
の
操
作
化

‰一

分
析
手
法

本
稿
で
は
「
ど
の
よ
う
な
条
件
を
持
っ
た
自
治
体
が
地
域
福
祉
計
画
を
策
定

す
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
あ
る
程
度
の
一
般
性
を
持
っ
て
示
す
た
め
に
計
量
分

析
（
プ
ロ
ビ
ッ
ト
分
析
）
を
行
う
。
分
析
対
象
は
主
に
二
○
○
七
年
三
月
三
一

日
現
在
の
全
市
（
町
村
を
除
く
）
（
１１
）の

う
ち
、
地
域
福
祉
計
画
を
採
用
し
て
い
る

自
治
体
を
一
、
採
用
し
て
い
な
い
自
治
体
を
○
と
し
、
注
目
す
る
変
数
の
効
果

を
調
べ
る
。
各
自
治
体
の
策
定
の
有
無
に
つ
い
て
は
二
○
○
六
年
の
一
○
月
、

各
都
道
府
県
の
地
域
福
祉
計
画
の
担
当
部
署
に
電
話
、
電
子
メ
ー
ル
等
で
問
い

合
わ
せ
を
行
っ
た
ほ
か
、
各
自
治
体
の
Ｈ
Ｐ
、
厚
生
労
働
省
、
各
地
方
自
治
体

の
担
当
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
で
集
め
た
情
報
を
総
合
し
て
明
ら
か
に
し
た
（
１２
）。

プ

ロ
ビ
ッ
ト
・
モ
デ
ル
は
対
象
が
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
質
的
特
性
が
デ
ー
タ
と
し
て
観
察
さ
れ
る
場
合
に
適
用
す
る
。
本
分
析
で

は
計
画
を
策
定
し
た
か
し
て
い
な
い
か
、
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
自
治
体
を
判

断
す
る
た
め
に
分
析
方
法
（
１３
）と

し
て
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
モ
デ
ル
の
推

定
は
最
尤
法
で
あ
る
。
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
に
影
響
を
与
え
る
と
い
わ
れ
て

い
る
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
は
す
べ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
分
析
を
行
う
。

‰二

デ
ー
タ
、
操
作
化
し
た
変
数
、
予
想
さ
れ
る
符
号

仮
説
を
操
作
化
し
た
変
数
の
予
想
さ
れ
る
符
号
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
操

作
化
に
つ
い
て
は
政
策
決
定
要
因
に
関
す
る
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
い
る
。

代
替
的
な
説
明
と
し
て
あ
げ
た
仮
説
二
か
ら
五
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
あ

げ
ら
れ
る
変
数
の
中
で
変
数
間
の
相
関
が
小
さ
く
な
る
よ
う
に
変
数
を
選
定
し

た
。
付
表
に
出
典
を
記
載
し
て
あ
る
。

仮
説
一
―
一
の
三
つ
の
指
標
に
関
し
て
は
い
ず
れ
も
日
本
経
済
新
聞
社
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
比
較
調
査（１４
）を

用
い
た
。
第
一
に
、
情
報
資
源
の
交
換
が
う
ま
く

い
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
変
数
と
し
て
「
透
明
度
」
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
主
に
情
報
公
開
の
取
り
組
み
に
関
す
る
項
目
が
ど
の
程
度
進
ん
で
い
る
か

を
示
し
た
得
点
で
あ
る
。
条
例
、
審
議
会
、
行
政
評
価
を
は
じ
め
、
情
報
公
開

へ
の
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
自
治
体
は
行
政
内
や
行
政
と
地
域
の
情
報
の
非

対
称
性
の
度
合
い
が
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
、
指
標
と
し
て
適
切
で
あ
る
。
第
二
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に
、
規
制
緩
和
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
変
数
と
し
て
「
効
率
化
・
活
性
化
度
」
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
行
政

評
価
の
導
入
や
、
指
定
管
理
者
制
度
導
入
、
庁
内
公
募
制
の
有
無
な
ど
、
組
織

の
制
約
を
排
し
、
活
性
化
さ
せ
る
取
り
組
み
を
示
す
指
標
で
あ
り
、
規
制
緩
和

型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
庁
内
調
整
の
行
い
易
さ
を
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
第
三
に
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可

能
に
す
る
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す

変
数
と
し
て
「
市
民
参
加
度
」
を
使
用
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
や
付
属

機
関
へ
の
市
民
公
募
の
有
無
、
満
足
度
調
査
の

実
施
頻
度
な
ど
、
行
政
と
市
民
の
距
離
を
縮
め
、

水
平
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
指
す
取

り
組
み
を
示
す
指
標
で
あ
り
、
参
加
型
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
可
能
に
す
る
調
整
の
行
い
易
さ
を
表
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
つ
の
変
数
は
表
二
の
通
り
、
相
関
は
高
く

な
く
、
多
重
共
線
性
は
発
生
し
て
い
な
い
（
１５
）。

こ

れ
ら
三
つ
の
変
数
は
、
仮
説
通
り
で
あ
れ
ば
、

い
ず
れ
も
符
号
は
正
に
な
る
と
予
想
で
き
る
。

仮
説
一
―
二
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
一
―

二
―
一
、
一
―
二
―
二
を
検
証
す
る
。
財
政
資

源
の
少
な
い
自
治
体
は
、
あ
る
自
治
体
に
比
べ
、

参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
調
整
・
資

源
調
達
に
よ
り
計
画
が
策
定
さ
れ
や
す
く
な
る
。
地
域
福
祉
需
要
が
低
い
自
治

体
は
、
高
い
自
治
体
に
比
べ
、
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
調

整
・
資
源
調
達
に
よ
り
計
画
が
策
定
さ
れ
や
す
く
な
る
。
市
民
参
加
度
と
財
政

資
源
を
示
す
財
政
力
指
数
の
交
差
項
、
地
域
福
祉
の
需
要
を
示
す
と
考
え
ら
れ

る
高
齢
化
率
と
効
率
化
・
活
性
化
度
の
交
差
項
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
符
号
は

負
に
な
る
と
予
想
で
き
る
。

仮
説
二
に
お
い
て
政
令
市
や
中
核
市
の
よ
う
に
福
祉
に
お
け
る
権
限
が
大
き

い
、
人
口
規
模
が
大
き
い
、
財
政
力
が
あ
り
、
子
育
て
施
策
の
サ
ー
ビ
ス
水
準

が
高
い
こ
と
を
示
す
変
数
は
順
に
、
政
令
市
・
中
核
市
ダ
ミ
ー
、
人
口
、
財
政

力
指
数
、
日
経
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
比
較
調
査
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
度
の
子
育
て
環

境
の
得
点
を
使
用
し
て
い
る
。
仮
説
三
に
つ
い
て
は
市
長
の
選
好
を
表
す
も
の

と
し
て
、
革
新
市
長
か
ど
う
か
の
ダ
ミ
ー
変
数
、
地
域
福
祉
に
積
極
的
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
福
祉
・
協
働
関
係
の
職
も
し
く
は
厚
生
労
働
省
官
僚
経
験
を
示

す
ダ
ミ
ー
変
数
を
使
用
し
、
選
挙
仮
説
用
に
選
挙
の
前
年
の
場
合
を
一
と
す
る

ダ
ミ
ー
変
数
を
投
入
し
た
。
仮
説
四
に
つ
い
て
は
地
域
福
祉
へ
の
需
要
を
表
す

高
齢
化
率
、
人
口
増
加
率
、
党
派
性
と
人
口
増
加
率
の
交
差
項
を
使
用
し
て
い

る
。
仮
説
五
で
は
二
○
○
六
年
度
末
ま
で
に
都
道
府
県
支
援
計
画
の
策
定
が
完

了
し
て
い
る
か
の
ダ
ミ
ー
変
数
を
投
入
し
て
い
る
。
仮
説
二
か
ら
五
の
各
変
数

に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
、
符
号
は
正
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
各
変
数
の
記
述

統
計
は
表
三
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
節

分
析
結
果

推
定
結
果
は
表
四
の
通
り
で
あ
る
。
政
令
市
・
中
核
市
ダ
ミ
ー
は
従
属
変
数

に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
て
い
な
い
の
で
落
と
し
た
。

表２【仮説１に関する変数の相関係数表】（N＝７６３）

透明度 効率化・活性化度 市民参加度

透明度 １

効率化・活性化度 ０．５６６４ １

市民参加度 ０．５５５１ ０．６３５８ １

139 ガバナンスにおける計画――市町村地域福祉計画を事例に



モ
デ
ル
Ａ
は
ま
ず
、
代
替
的
な
説
明
で
あ
る
仮
説
二
―
五
の
変
数
を
あ
わ
せ

て
、
計
画
の
策
定
の
説
明
を
試
み
た
も
の
、
Ｂ
は
仮
説
一
―
一
、
Ｃ
が
仮
説

一
―
一
に
仮
説
一
―
二
―
一
、
一
―
二
―
二
の
変
数
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

Ａ
で
も
あ
る
程
度
は
策
定
の
説
明
が
で
き
て
い
た
た
め
、
Ｄ
は
仮
説
二
―
五
の

変
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
変
数
と
み
な
し
て
投
入
し
た
う
え
で
、
仮
説
一
―
一
の

変
数
の
効
果
を
み
た
も
の
、
Ｅ
は
そ
れ
に
仮
説
一
―
二
―
一
、
一
―
二
―
二
の

変
数
の
効
果
を
み
た
も
の
で
あ
る
。W

ooldridge

﹇
二
○
○
三：

五
八
八
﹈
に

よ
れ
ば
、
モ
デ
ル
の
選
択
は
尤
度
比
検
定
を
主
に
、
そ
の
他A

IC

やB
IC

を

併
用
し
て
判
断
で
き
る
が
、
表
五
、
六
か
ら
判
断
す
る
に
、
最
も
説
明
力
の
高

い
モ
デ
ル
は
Ｅ
で
あ
り
、
こ
の
モ
デ
ル
を
考
察
し
て
い
く
。

プ
ロ
ビ
ッ
ト
分
析
で
は
、
説
明
変
数
の
所
与
の
値
に
対
応
す
る
確
率
の
予
測

値
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
モ
デ
ル
Ｅ
に
お
い
て
他
の
変
数
が
平
均
値
だ
っ

た
場
合
、
透
明
度
が
一
上
が
る
に
つ
き
○
・
○
三
○
か
ら
○
・
○
三
三
策
定
確

率
が
上
昇
し
、
効
率
・
活
性
化
度
が
一
上
が
る
に
つ
れ
て
○
・
○
七
五
か
ら

○
・
一
五
五
上
昇
、
住
民
参
加
度
が
一
上
が
る
に
つ
れ
て
○
・
○
五
九
か
ら

○
・
○
九
五
策
定
確
率
が
上
昇
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
高
齢
化
率
と
効

率
・
活
性
化
度
の
交
差
項
が
○
・
五
上
が
る
と
策
定
率
が
○
・
二
四
四
下
が
り
、

財
政
力
指
数
の
市
民
参
加
度
の
交
差
項
が
一
上
が
る
と
○
・
一
一
七
策
定
率
が

下
が
る
。

分
析
結
果
を
考
察
す
る
と
ほ
ぼ
仮
説
通
り
と
な
っ
て
い
る
。
仮
説
一
―
一
通

り
、
透
明
度
、
効
率
・
活
性
化
度
、
市
民
参
加
度
が
そ
れ
ぞ
れ
五
％
で
有
意
（
１６
）な

正
の
係
数
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
仮
説
一
―
二
―
一
、
一
―
二
―
二
に
つ
い
て

は
、
高
齢
化
率
と
効
率
・
活
性
化
度
の
交
差
項
と
財
政
力
指
数
の
住
民
参
加
度

表３【記述統計】

説明変数 観測値 平均値 標準偏差 最小値 最大値

策定の有無 ８０２ ０．４８７５３１ ０．５００１５６ ０ １
市町村合併 ８０２ ０．４８２５４４ ０．５００００７ ０ １
人口 ８０２ １４１４９７．６ ２４４８７５．８ ５１１８ ３５６２９８３
政令・中核ダミー ８０２ ０．０９２２６９ ０．２８９５８６ ０ １
財政力指数 ７７９ ０．６６７９２ ０．２６７４７６ ０．１２ １．７２
子育てサービス ７６３ ３７．１０９１７ ４．２７７９８７ ２４．５ ４９．５
選挙前年 ８０２ ０．２３８１５５ ０．４２６２２ ０ １
経歴 ８０２ ０．０３７４０７ ０．１８９８７４ ０ １
党派性 ８０２ ０．０２３６９１ ０．１５２１７９ ０ １
人口増加率 ８０２ ９９．７９９５１ １．９４７９６１ ９５．１９８９７ １４４．８７６８
高齢化率 ８０２ ０．２２１４４６ ０．０５２７７９ ０．０９１４４８３ ０．３９６８９３
人口増加率×党派性 ８０２ ２．３６８８９２ １５．２１９４９ ０ １０７．４００７
都道府県計画ダミー ８０２ ０．７１４４６４ ０．４５１９５１ ０ １
透明度 ７６３ ４．４１２８４４ １．８１３１０３ １ ９
効率化・活性化度 ７６３ ４．４０６２９１ １．８４７９０８ １ ８
市民参加度 ７６３ ４．４０２３５９ １．７７７４７５ １ ９
財政力×市民参加度 ７４０ ３．１１１７１６ ２．１０９３６４ ０．２４ １４．５８
高齢化率×効率化 ７６３ ０．９３３２４７ ０．３７５９７２ ０．１３５７５５６ ２．１３２６６４
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表４【推定結果】
説明変数 モデル A モデル B モデル C モデル D モデル E

市町村
合併

－０．３９**
（０．１１）

－０．３８**
（０．０９）

－０．２６*
（０．１０）

－０．３３**
（０．１１）

－０．３３**
（０．１１）

人口

財政力

子育て

選挙前年

経歴

党派性

２．６１e－０６**
（５．４０e－０６）
０．９７**
（０．３１）
０．０３*
（０．０１）
０．０９
（０．１２）
０．２０
（０．２５）
２１．２５
（２８．５０）

１．６２e－０６**
（５．４９e－０７）
０．７８*
（０．３２）
０．０２
（０．０１）
０．０３
（０．１２）
０．２６
（０．２５）
３０．８４
（３４．５６）

１．５３e－０６**
（５．５９e－０７）
２．０７**
（０．６７）
０．０２*
（０．０１）
０．０３
（０．１２）
０．３３
（０．２５）
３１．４７
（３５．２３）

人口増加率

高齢化率

人口増加×党派性

－０．０８
（０．０６）
－１．８４
（１．６５）
－０．２１
（０．２８）

－０．０８
（０．０６）
－１．３４
（１．６８）
－０．３１
（０．３４）

－０．０８
（０．０６）
４．４４
（３．０７）
－０．３１
（０．３５）

都道府県計画 －０．１７
（０．１１）

－０．１５
（０．１２）

－０．１９
（０．１２）

透明度

効率化・活性化度

市民参加

０．１３**
（０．０３）
０．１３**
（０．０３）
０．０７＋
（０．０３）

０．０９*
（０．０３）
０．２９**
（０．０８）
０．０１
（０．０５）

０．０７*
（０．０３）
０．０８*
（０．０３）
０．０３
（０．０３）

０．０７*
（０．０３）
０．３９*
（０．１５）
０．２３*
（０．０９）

財政力指数×市
民参加度
高齢化率×効率
化・活性化度

０．０６
（０．０５）
－０．７７*
（０．３２）

－０．２９*
（０．１２）
－１．４０*
（０．６７）

定数項 ７．１９
（６．９６）

－１．３６**
（０．１７）

－１．１２**
（０．１８）

６．１４
（６．７０）

４．２４
（６．７９）

N ７４０ ７６３ ７４０ ７３６ ７３６
LR chi２ １６５．２０ １５４．７７ １６０．４５ １８５．７９ １９２．９４
Log likelihood －４２９．６３ －４５１．１９ －４３１．８２ －４１６．４７ －４１２．９０
PseudoR２ ０．１６１３** ０．１４６４** ０．１５６７** ０．１８２４** ０．１８９４**

（注）括弧内は Std.Err **：p＜０．０１ *：p＜０．０５ ＋：p＜０．１ Stata１０．１使用

表５【尤度比、AIC、BIC】

Model Obs ll（null） ll（model） df AIC BIC
A ７４０ －５１２．２３７ －４２９．６３６ １２ ８８３．２７１２ ９３８．５５１
B ７６３ －５２８．５８２ －４５１．１９７ ５ ９１２．３９３ ９３５．５７９３
C ７４０ －５１２．０５３ －４３１．８３ ７ ８７７．６５９６ ９０９．９０６２
D ７３６ －５０９．３７１ －４１６．４７４ １５ ８６２．９４８５ ９３１．９０６９
E ７３６ －５０９．３７１ －４１２．９０１ １７ ８５９．８０１８ ９３８．０２２７

表６【モデル間の比較】
モデル 尤度比検定の結果
A－D LR chi２（３）＝２６．３２ Prob > chi２＝０．００００
A－E LR chi２（５）＝３３．４７ Prob > chi２＝０．００００
B－C LR chi２（２）＝３８．７３ Prob > chi２＝０．００００
B－D LR chi２（１０）＝６９．４４ Prob > chi２＝０．００００
D－E LR chi２（２）＝７．１５ Prob > chi２＝０．０２８１
C－E LR chi２（１０）＝３７．８６ Prob > chi２＝０．００００
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の
交
差
項
が
そ
れ
ぞ
れ
五
％
で
有
意
な
負
の
係
数
を
得
て
お
り
、
高
齢
化
率
に

関
し
て
は
単
独
で
は
有
意
な
係
数
を
得
て
い
な
い
。
係
数
の
大
き
さ
と
説
明
変

数
が
変
化
し
た
際
の
策
定
確
率
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
三
つ
の
条
件
の
中
で

は
効
率
・
活
性
化
度
、
市
民
参
加
度
、
透
明
度
の
順
番
で
地
域
福
祉
計
画
の
策

定
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
有
意
な
係
数

を
得
た
も
の
と
し
て
は
仮
説
二
の
人
口
、
財
政
力
指
数
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
度
の

子
育
て
環
境
（
い
ず
れ
も
正
）、
市
町
村
合
併
の
ダ
ミ
ー
変
数
（
負
）
で
あ
る
。

市
町
村
合
併
は
、
先
行
研
究
に
比
べ
明
確
に
地
域
福
祉
計
画
の
策
定
に
負
の
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
係
数
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
さ
ほ

ど
大
き
な
影
響
で
は
な
く
、
先
行
研
究
等
で
曖
昧
な
結
果
が
出
た
こ
と
と
整
合

的
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
に
よ
り
地
域
福
祉
計
画
は
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
参
加
型

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
調
整
が
あ
り
、
行
政
内
、
行
政
と
地
域
、
地
域
内

で
情
報
資
源
の
交
換
が
比
較
的
う
ま
く
行
え
て
い
る
自
治
体
が
策
定
す
る
と
い

え
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
調
整
が
可
能
か
ど
う
か
は
自
治
体
の
持
つ
特
性
に

よ
っ
て
違
う
た
め
、
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可

能
に
す
る
条
件
の
計
画
策
定
へ
の
効
果
は
自
治
体
の
ガ
バ
メ
ン
ト
の
状
態
に

よ
っ
て
変
わ
る
。
財
政
資
源
を
持
っ
て
い
な
い
自
治
体
は
持
っ
て
い
る
自
治
体

に
比
べ
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
調
整
の
効
果
は
大
き
く
、
地
域

福
祉
需
要
が
低
く
、
高
齢
化
率
が
低
い
自
治
体
は
、
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス

を
可
能
に
す
る
調
整
の
効
果
は
大
き
い
。

第
五
章

結
論

本
稿
の
主
張
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
各
市
町
村
に
お
い
て
地
域
福
祉
計
画

が
計
画
（plan

）
と
し
て
機
能
を
期
待
さ
れ
、
策
定
さ
れ
る
た
め
に
は
三
つ
の

条
件
の
い
ず
れ
か
が
必
要
と
な
る
。
第
一
に
、
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可

能
に
す
る
調
整
と
資
源
調
達
が
で
き
る
こ
と
、
第
二
に
、
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス

を
可
能
に
す
る
調
整
と
資
源
調
達
が
で
き
る
こ
と
、
第
三
に
、
行
政
内
、
行
政

と
地
域
、
地
域
の
中
で
の
情
報
資
源
の
交
換
が
比
較
的
う
ま
く
行
え
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

地
域
福
祉
計
画
は
福
祉
の
個
別
計
画
の
総
合
化
と
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策

定
に
よ
っ
て
地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
狙
っ
た
、
福
祉
計
画
の
中
で
は

自
治
体
の
裁
量
の
度
合
い
の
非
常
に
高
い
計
画
で
あ
る
。
同
時
に
資
源
不
足
、

行
政
の
機
能
不
全
の
解
消
を
目
指
す
た
め
に
、
行
政
計
画
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
直
接
行
政
が
行
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
自
助
・
公
助
・
共
助
の
名
目
で

地
域
住
民
が
自
発
的
に
行
う
こ
と
に
つ
い
て
も
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
に
難
し
さ
が
あ
る
。
計
画
論
の
先
行
研
究
で
は
、
首
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
や
自
治
体
の
行
政
能
力
な
ど
ガ
バ
メ
ン
ト
の
中
の
資
源
の
配
分
と
そ
れ
に
伴

う
調
整
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
着
目
が
多
い
が
、
地
域
福
祉
計
画
の
よ
う
な
主

体
の
拡
大
化
、
多
様
化
、
主
体
間
の
相
互
作
用
、
相
互
作
用
の
様
態
、
プ
ロ
セ

ス
の
多
様
化
・
変
化
と
い
う
要
素
を
持
つ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
計
画
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
計
画
論
で
は
調
整
の
態
様
、
各
ア
ク
タ
ー
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕

方
、
そ
の
道
具
の
変
化
へ
対
応
が
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
調
整
が
水
平
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
均
衡
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
、
人
々
の
決
定
前
提

を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
間
接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
中
心
に
な
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
た
め
の
政
策
の
手
段
と
し
て
情
報
資
源
が
重
要
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
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た
。計

画
論
の
文
脈
で
地
域
福
祉
計
画
に
求
め
ら
れ
て
い
る
機
能
は
、
計
画
の
持

つ
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
、
課
題
設
定
、
執
行
管
理
評
価
、
需
要
の
顕
在
化
と
整
理
、

福
祉
分
野
全
般
、
他
分
野
の
計
画
、
す
な
わ
ち
他
と
の
総
合
調
整
と
い
う
も
の

を
で
き
る
だ
け
達
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
一
方
で
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
文
脈
で

は
地
域
福
祉
計
画
に
求
め
ら
れ
て
い
る
機
能
は
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
し
く
は

規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
か
動
員
型
か
の
い
ず
れ
か
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
中
に
い
る
人
を
活
性
化
さ
せ
、
入
手
可
能
な
資

源
の
最
大
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
う
い
う
自
治
体
が
ど
う
い
う
条

件
で
地
域
福
祉
計
画
を
策
定
す
る
の
か
と
い
う
と
、
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
、

す
な
わ
ち
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
参
加
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
調

整
と
そ
の
結
果
の
資
源
調
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
自
治
体
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
そ
う
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
つ
ま
り
調
整
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
行
政
内
、
行
政

と
地
域
、
地
域
の
情
報
資
源
の
交
換
が
で
き
て
い
る
自
治
体
が
地
域
福
祉
計
画

に
取
り
組
み
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
以
下
の
二
点
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、

地
域
福
祉
計
画
の
策
定
に
お
い
て
は
、
ガ
バ
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
要
素
だ
け
で

は
な
い
一
定
程
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
条
件
を
満
た
し
た
自
治
体
が
作
り
、

そ
れ
が
計
画
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
地
域

福
祉
計
画
の
策
定
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
れ
に
伴
う
調
整
の
あ
り
方
が
地
域
福
祉

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
。
地
域
福
祉
計
画
が
な
く
て
も
ガ
バ
ナ

ン
ス
と
そ
れ
に
伴
う
調
整
が
で
き
て
い
れ
ば
、
計
画
は
必
要
と
は
い
え
な
く
な

る
。
よ
り
よ
い
地
域
福
祉
計
画
が
立
て
ら
れ
る
自
治
体
ほ
ど
、
計
画
は
不
要
と

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
計
画
を
立
て
る
の
だ
ろ
う
か
。

計
画
を
立
て
る
こ
と
に
よ
る
、
計
画
担
当
者
の
政
策
策
定
能
力
の
向
上
や
、
計

画
策
定
に
参
加
す
る
市
民
の
意
識
向
上
、
学
習
効
果
だ
ろ
う
か
。
地
域
福
祉
計

画
は
決
定
前
提
へ
の
方
向
付
け
を
導
く
。
行
政
も
、
地
域
の
ア
ク
タ
ー
も
「
全

体
的
な
視
野
の
中
で
方
向
付
け
」
が
な
さ
れ
る
と
い
う
（
ル
ー
マ
ン
﹇
二
○
○

七：

一
二
一
﹈）
利
得
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
持
ち
得
る
。
第

一
に
、
国
に
よ
る
「
自
治
体
の
創
意
工
夫
を
求
め
る
」「
地
方
分
権
が
徹
底
し

て
い
る
か
ど
う
か
の
試
金
石
」
と
い
う
発
想
は
国
と
地
方
自
治
体
の
関
係
で
み

れ
ば
、
一
種
の
規
制
緩
和
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
よ
る
動
員
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま

た
、
地
方
自
治
体
と
地
域
社
会
の
関
係
で
見
て
も
同
様
で
あ
る
。
い
わ
ば
入
れ

子
型
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
し
わ
寄
せ
は
地
域
に
来

る
可
能
性
が
あ
る
。
地
域
社
会
の
各
ア
ク
タ
ー
の
活
動
の
自
発
性
や
相
互
扶
助

の
関
係
を
生
か
す
こ
と
に
失
敗
す
る
と
、
既
に
あ
る
地
域
の
つ
な
が
り
を
か

え
っ
て
破
壊
す
る
こ
と
も
想
定
で
き
る
。

第
二
に
、
打
越
﹇
二
○
○
四：

二
六
五
﹈
で
は
「『
基
本
計
画
』
に
描
か
れ

る
『
政
策
体
系
』
は
普
遍
的
・
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、
計
画
策
定
に
携
わ
っ
た
関
係
者
の
主
観
的
認
識
や
政
治
的
戦
略
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
認
識
や
戦
略
を
規
定
す
る
の
は
、
地
域
内
の
政

治
状
況
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
地
域
福
祉
計
画
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
様
で

あ
る
。
ガ
バ
メ
ン
ト
の
計
画
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
地
域
福
祉
計
画
は
計
画
の
持
つ

意
味
が
異
な
る
。
福
祉
に
お
い
て
は
地
域
内
の
政
治
状
況
に
影
響
を
与
え
う
る

ア
ク
タ
ー
と
福
祉
の
ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
い
る
人
々
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
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こ
と
も
多
い
が
、
地
域
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
そ
の
意
思
決
定
の
水
平
性
か
ら

マ
イ
ナ
ス
面
が
強
く
出
る
可
能
性
が
あ
る
。
公
平
性
・
公
共
性
の
確
保
に
つ
い

て
は
、
ガ
バ
メ
ン
ト
の
計
画
以
上
に
注
意
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
ど
の
よ
う
な
地
域
福
祉
計
画
の
あ
り
方
が
よ
い
の
か
自
体
は
ま
だ

課
題
で
あ
る
。

本
稿
の
課
題
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
本
稿
の
分
析
で
は
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
機
能
的
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
機
能
的
な
捉
え
方
で
は
そ
の
機
能

を
果
た
す
こ
と
と
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
そ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
成
立
す
る
か
、
の
因

果
関
係
が
説
明
で
き
な
い
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
指
し
示
す
事
象
の
要
素
を
比
較
可

能
な
形
で
抽
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
本
稿
で
は
、
地
域
福
祉
計
画
を
策
定
し
た
か
、
し
て
な
い
か
に
注

目
し
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
自
治
体
に
お
い
て
ヒ
ア

リ
ン
グ
や
参
与
観
察
、
資
料
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
同
じ
策
定
し
た
自
治
体
に

つ
い
て
も
計
画
過
程
、
計
画
の
態
様
、
そ
の
後
の
計
画
の
進
行
管
理
な
ど
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
二
値

変
数
に
分
け
て
い
る
た
め
に
こ
う
し
た
情
報
を
捨
象
し
て
い
る
が
、
こ
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
な
ぜ
出
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
は
各
自
治
体
に
お
け
る
地
域
福

祉
計
画
へ
の
取
り
組
み
を
丁
寧
に
見
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
途
稿
を
改
め
る
。

【
謝
辞
】

本
研
究
で
使
用
し
た
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
は
全
国
の
関
係
者
の
方
々
の
ご
協
力
に

よ
り
作
成
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
快
く
協
力
し
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
は
二
○
○
六
年
一
二
月
に
東
京
大
学
公
共
政
策
大
学
院
に
提
出
し
た
研

究
論
文
の
一
部
分
に
デ
ー
タ
を
追
加
し
、
大
幅
改
稿
し
た
も
の
で
あ
り
、
元
と

な
っ
た
論
文
は
東
京
大
学
行
政
学
研
究
会
、
行
政
共
同
研
究
会
で
の
発
表
の
機

会
を
頂
き
ま
し
た
。
審
査
過
程
で
の
匿
名
査
読
者
の
方
々
を
は
じ
め
、
本
稿
の

草
稿
か
ら
完
成
、
査
読
へ
の
対
応
の
仕
方
に
至
る
ま
で
、
色
々
な
場
や
色
々
な

形
で
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
下
さ
っ
た
多
く
の
先
生
方
、
諸
先
輩
方
に
深
く
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
、
指
導
教
官
の
田
辺
国
昭
先
生
（
東
京
大
学
）、
副
査
の
金
井
利
之

先
生
（
東
京
大
学
）、
研
究
論
文
の
計
量
分
析
に
つ
い
て
曽
我
謙
悟
先
生
（
神

戸
大
学
）
か
ら
、
研
究
論
文
か
ら
本
稿
の
完
成
ま
で
の
全
プ
ロ
セ
ス
で
砂
原
庸

介
先
生
（
大
阪
市
立
大
学
）、
深
谷
健
氏
（
東
京
大
学
）
か
ら
、
交
差
項
の
解

釈
に
つ
い
て
前
田
健
太
郎
氏
（
Ｍ
Ｉ
Ｔ
）
か
ら
非
常
に
有
益
な
ア
ド
バ
イ
ス
を

頂
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
尚
、
誤
り
等
は
す
べ
て
筆
者
の

責
任
で
す
。

【
付
記
】

本
論
文
は
二
○
○
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員

奨
励
費
）
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。

【
注
】

（
１
）
「
こ
れ
か
ら
の
地
域
福
祉
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」（
二
○
○

八
年
三
月
）
の
報
告
書
「
地
域
に
お
け
る
新
た
な
支
え
合
い
を
求
め

て
―
住
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
新
し
い
福
祉
―
」
よ
り
抜
粋
し
た
。

（
２
）
「
誰
も
が
好
む
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
西
岡

﹇
二
○
○
六：

二
三
﹈）。
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（
３
）
し
か
し
、
実
際
の
市
町
村
の
地
域
福
祉
計
画
策
定
に
お
い
て
、
こ
う

し
た
指
針
が
ど
の
く
ら
い
活
用
さ
れ
て
い
る
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

（
４
）
厚
生
労
働
省
「
地
域
福
祉
計
画
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
（
二
○
○
八

年
九
月
二
六
日
一
七：

○
○
ア
ク
セ
ス
）

http：
//w

w
w

.m
hlw

.go.jp/topics/bukyoku/syakai/c-fukushi/kekka

０５０４
.htm

l

（
５
）
厚
生
労
働
省
の
二
○
○
五
年
四
月
一
日
時
点
の
調
査
で
は
、
策
定
市

町
村
は
三
四
七
（
一
四
・
四
％
）、
二
○
○
六
年
一
○
月
一
日
時
点
で

は
四
二
二
（
二
三
・
○
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
６
）

SocialC
apital

と
関
連
付
け
る
議
論
な
ど

（
７
）
計
画
の
調
整
機
能
と
計
画
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
西
尾
﹇
一
九
九

○：

一
九
七
―
二
○
九
﹈
で
、
計
画
過
程
の
「
集
中
性
・
参
与
性
」、

計
画
の
内
容
の
「
明
細
性
・
具
体
性
」
の
軸
で
モ
デ
ル
化
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）

Peters

﹇
二
○
○
一
﹈
で
は
Aapolitical

（
中
立
性
）
B
階
層
的
・

規
則
的
C
永
続
性
・
安
定
性
D
制
度
化
さ
れ
た
市
民
サ
ー
ビ
ス
E
内
的

な
統
制
F
平
等
と
い
っ
た
性
質
が
ガ
バ
メ
ン
ト
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に

あ
っ
た
と
す
る
。

（
９
）
こ
こ
で
の
「
規
制
」
は
「
官
僚
の
行
動
へ
の
何
ら
か
の
制
約
」
で
あ

り
、
官
僚
制
が
肥
大
化
し
た
こ
と
で
、「
行
動
を
遅
く
さ
せ
、
柔
軟
性

を
失
わ
せ
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
（Peters

﹇
二
○
○
一：

九

七
―
九
九
﹈）。
し
た
が
っ
て
「
規
制
緩
和
」
と
は
、
経
済
学
の
文
脈
の

「
規
制
緩
和
」
で
は
な
く
、「
制
約
を
緩
め
る
」
と
い
う
若
干
広
い
意

味
で
使
用
し
て
い
る
。

（
１０
）

H
ood

﹇
一
九
八
三：

一
四
一
―
一
五
二
﹈、
牧
原
﹇
一
九
九
一：

九

八
﹈、
曽
我
﹇
一
九
九
九：

八
八
―
九
三
﹈
参
照

（
１１
）
こ
こ
で
、
市
の
み
を
対
象
に
扱
っ
た
の
は
、
第
一
に
町
村
デ
ー
タ
の

入
手
困
難
さ
、
第
二
に
厚
生
労
働
省
調
査
に
よ
れ
ば
、
市
部
と
町
村
部

で
は
策
定
状
況
も
大
き
く
違
い
、
ま
た
各
自
治
体
に
お
い
て
地
域
福
祉

計
画
の
持
つ
意
味
づ
け
も
異
な
る
た
め
、
市
部
と
町
村
部
で
は
分
析
を

分
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
１２
）
二
○
○
七
年
三
月
三
一
日
時
点
で
の
地
域
福
祉
計
画
策
定
自
治
体
は

三
九
一
で
あ
る
。
調
査
方
法
は
二
○
○
六
年
一
○
月
時
点
で
の
各
都
道

府
県
の
担
当
部
局
に
当
該
都
道
府
県
内
の
策
定
状
況
・
見
込
み
を
ヒ
ア

リ
ン
グ
し
、
見
込
み
自
治
体
に
関
し
て
は
、
各
自
治
体H

P

で
二
○
○

七
年
三
月
時
点
で
の
策
定
の
実
際
の
有
無
を
確
認
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
母
集
団
の
分
布
に
比
べ
て
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
の
ゆ
が
み
は
小
さ

い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１３
）
本
分
析
で
は
、
ク
ロ
ス
セ
ク
シ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
を
用
い
て
お
り
、
時

系
列
の
要
素
を
捨
象
し
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
市
町
村
合
併
の

取
り
扱
い
、
デ
ー
タ
の
入
手
可
能
性
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
が
、
二
○
○
六
年
度
よ
り
前
に
策
定
し
た
自
治
体
の
独
立
変

数
と
、
二
○
○
六
年
度
末
で
観
察
さ
れ
た
独
立
変
数
と
の
乖
離
が
上
記

問
題
よ
り
も
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
妥
当
な
分
析
だ
と
考
え
る
。

（
１４
）
本
調
査
は
、
二
○
○
六
年
の
夏
に
全
国
七
七
九
市
と
東
京
二
三
区
を

対
象
に
調
査
用
紙
の
郵
送
法
を
中
心
に
行
わ
れ
た
第
五
回
行
政
サ
ー
ビ

ス
調
査
の
こ
と
で
あ
る
。
二
○
○
六
年
四
月
一
日
現
在
の
回
答
で
有
効

145 ガバナンスにおける計画――市町村地域福祉計画を事例に



回
答
率
は
九
五
・
一
％
（
七
四
○
市
二
三
区
）
で
あ
る
。
各
指
標
は
行

政
運
営
の
各
項
目
を
大
き
く
「
透
明
度
」「
効
率
化
・
活
性
化
度
」「
市

民
参
加
度
」「
利
便
度
」
の
四
つ
の
要
素
に
わ
け
、
加
点
方
式
で
集
計

し
、
総
合
点
を
偏
差
値
得
点
化
し
て
い
る
。
個
々
の
項
目
を
丁
寧
に
見

て
い
く
と
、
筆
者
が
操
作
化
し
た
い
も
の
と
ズ
レ
が
あ
る
も
の
も
存
在

す
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
入
手
可
能
な
デ
ー
タ
の
中
で
最
も
近
い
と

思
わ
れ
る
デ
ー
タ
で
あ
る
。

（
１５
）
他
の
変
数
間
の
相
関
も
調
べ
た
が
、
交
互
作
用
項
と
そ
の
構
成
変
数

以
外
の
も
の
は
、
い
ず
れ
も
相
関
係
数
○
・
六
五
を
上
回
る
も
の
は
な

く
、
多
重
共
線
性
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
て
い
な
い
。
交
互
作
用
項

の
多
重
共
線
性
に
つ
い
て
は
、B

ram
bor,et

al.

﹇
二
○
○
六
﹈
等
を
参

考
に
、
交
互
作
用
項
を
入
れ
る
問
題
点
よ
り
も
入
れ
な
い
問
題
点
の
ほ

う
が
大
き
い
と
考
え
た
。
す
べ
て
の
変
数
の
相
関
係
数
表
は
紙
幅
の
関

係
か
ら
省
略
す
る
。

（
１６
）

t

値
は
順
に
○
・
○
三
六
、
○
・
○
一
一
、
○
・
○
一
五

146



付表【変数の出典】

地域福祉計画策定の有無（策定＝

１、非策定＝０）

２００６年１０月時点。２００６年度末までに策定完了予定の自治体ま

で含む。（なお、福島県本宮市、京都府木津川市、福岡県み

やま市は２００７年以降に新規合併しているため、カウントせ

ず）

市町村合併（合併＝１、非合併＝

０）

１９９９年度以降の合併市町村（２００６年１０月以降については２００７

年３月３１日までの合併予定の有無）『民力／全国知事・市町

村長ファイル 各年度版』

人口 ２００６年度住民基本台帳人口

人口増加率 ２００６年／２００５年 住民基本台帳人口

高齢化率 ２００５年国勢調査（６５歳以上人口／人口）

財政力指数 ２００６年度市町村別決算状況調

都道府県地域福祉支援計画（策定

＝１、非策定＝０）

２００５年度末までの当該都道府県が地域福祉支援計画を策定の

有無（厚生労働省 HP等より）

政令・中核市 政令市、中核市１とするダミー変数

選挙前年 任期満了に伴う選挙の前年を１とするダミー変数『全国首長

名簿２００６年度版』

首長経歴 福祉関係の職・協働関係の職場の経験があるかどうか。ただ

し、厚生省官僚経験も含む。『全国知事・市町村長ファイル

２００６年度版』

党派性 伊藤［２００２］に従い、社会党、共産党を革新政党と定義し、

革新政党と単独推薦か、革新政党と少なくとも中道政党が連

合して推薦、支持した首長を意味。中道は自民・民主以外の

残りの政党『全国首長名簿２００６年度版』

行政サービス度・子育て環境 日本経済新聞社『２００６年全国市区の行政比較調査データ』

（以下同様）就学前児童あたりの認可保育所定員数等の７項

目を１０段階に分けて得点化。

透明度 条例に基づく情報公開制度の有無等の１９項目を「ある」を２

点、「来年度末までを予定」を１点、「検討中」を０．２点、「な

い」を０点で採点した３０点満点の数値にし、偏差値得点化を

して８０以上を９、以下９段階評価（１～９）

効率化・活性化度 行政評価システム導入の有無、職員提案制度の有無、職員提

案を市政に反映させた実績の有無、庁内公募性の有無など行

政運営の効率化・活性化に関わる３０項目を同上の方法で９段

階評価。

市民参加度 重要な政策形成過程での素案公表の有無、重要な政策形成段

階でのパブリックコメント保証の有無、行政サービスへの満

足度調査の実施頻度、満足度調査で示された「住民の不満」

などを解消するための体制整備の有無などの１４項目を同上の

方法で９段階評価
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